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一 般 社 団 法 人 青 森 林 業 土 木 協 会 定 款

平 成 ２ ５ 年 ２ 月 １ 日



- 2 -

一 般 社 団 法 人 青 森 林 業 土 木 協 会 定 款

第 １ 章 総 則

（ 名 称 ）

第 １ 条 こ の 法 人 は 、 一 般 社 団 法 人 青 森 林 業 土 木 協 会 （ 以 下 「 本 会 」 と

い う 。） と 称 す る 。

（ 事 務 所 ）

第 ２ 条 本 会 は 、 主 た る 事 務 所 を 青 森 県 青 森 市 に 置 く 。

第 ２ 章 目 的 及 び 事 業

（ 目 的 ）

第 ３ 条 本 会 は 、 林 業 土 木 事 業 に 関 し 、 技 術 の 向 上 、 経 営 基 盤 の 強 化 等

に 関 す る 事 業 を 行 い 、 も っ て 国 土 の 保 全 及 び 地 球 環 境 の 保 全 並 び に 林

業 土 木 事 業 の 発 展 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。

（ 事 業 ）

第 ４ 条 本 会 は 、 前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 次 の 事 業 を 行 う 。

(１ ) 林 業 土 木 技 術 者 の 養 成 及 び 研 修

(２ ) 林 業 土 木 事 業 の 災 害 防 止 の 推 進 及 び 指 導

(３ ) 林 業 土 木 事 業 に 関 す る 調 査 研 究 及 び 資 料 の 収 集

(４ ) 林 業 土 木 事 業 に 関 す る 情 報 収 集 及 び 政 策 提 言

(５ ) 林 業 土 木 事 業 の 発 展 に 寄 与 し た 者 の 表 彰

(６ ) 林 業 土 木 事 業 に 関 す る 普 及 啓 発 及 び 広 報

(７ ) 会 員 の 連 絡 、 連 携 、 交 流

(８ ) そ の 他 本 会 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 事 業

２ 前 項 の 事 業 は 、青 森 県 、岩 手 県 及 び 宮 城 県 に お い て 行 う も の と す る 。

第 ３ 章 会 員

（ 構 成 員 ）

第 ５ 条 本 会 は 、 次 条 の 規 定 に よ り 、 本 会 の 会 員 と な っ た 個 人 又 は 団 体

（ 以 下 「 者 」 と い う 。） を も っ て 構 成 す る 。

２ 前 項 の 会 員 を も っ て 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人 に 関 す る 法 律

（ 以 下 「 一 般 法 人 法 」 と い う 。） 上 の 社 員 と す る 。

（ 会 員 資 格 の 取 得 ）

第 ６ 条 本 会 の 会 員 の 資 格 を 有 す る 者 は 、 青 森 県 、 岩 手 県 及 び 宮 城 県 に

お い て 、 林 業 土 木 事 業 を 営 む 者 と す る 。

２ 本 会 の 会 員 に な ろ う と す る 者 は 、 理 事 会 に お い て 別 に 定 め る と こ ろ

に よ り 、 入 会 申 込 書 を 、 会 長 に 提 出 し 、 総 会 の 承 認 を 受 け な け れ ば な

ら な い 。

３ 会 員 は 、 そ の 氏 名 （ 会 員 が 団 体 の 場 合 に は 、 そ の 名 称 及 び 代 表 者 の

氏 名 ） 又 は 住 所 に 変 更 が あ っ た と き は 、 遅 滞 な く 本 会 に そ の 旨 を 届 出

な け れ ば な ら な い 。
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（ 経 費 の 負 担 ）

第 ７ 条 会 員 は 、 本 会 の 事 業 活 動 に 経 常 的 に 生 じ る 費 用 に 充 て る た め 、

会 員 に な っ た 時 及 び 毎 年 、 総 会 に お い て 別 に 定 め る 会 費 等 の 額 を 支 払

う 義 務 を 負 う 。

２ 既 に 納 入 し た 会 費 等 は 、 こ れ を 返 還 し な い 。

（ 任 意 退 会 ）

第 ８ 条 会 員 は 、 本 会 を 退 会 し よ う す る と き 、 退 会 届 を 会 長 に 提 出 す る

こ と に よ り 、 任 意 に い つ で も 退 会 す る こ と が で き る 。

（ 除 名 ）

第 ９ 条 会 員 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 っ た と き は 、 総 会 の 決 議 に

よ っ て 当 該 会 員 を 除 名 す る こ と が で き る 。

(１ ) こ の 定 款 そ の 他 の 規 則 に 違 反 し た と き 。

(２ ) 本 会 の 名 誉 を 傷 つ け 、 又 は 目 的 に 反 す る 行 為 を し た と き 。

(３ ) そ の 他 除 名 す べ き 正 当 な 事 由 が あ る と き 。

（ 会 員 資 格 の 喪 失 ）

第 1 0条 前 ２ 条 の 場 合 の ほ か 、 会 員 は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 っ

た と き は 、 そ の 資 格 を 喪 失 す る 。

(１ ) 第 ７ 条 の 支 払 義 務 を ２ 年 以 上 履 行 し な か っ た と き 。

(２ ) 総 会 員 が 同 意 し た と き 。

(３ ) 当 該 会 員 が 死 亡 し 、 又 は 解 散 し た と き 。

第 ４ 章 総 会

（ 種 類 及 び 構 成 ）

第 1 1条 総 会 は 、 定 時 総 会 及 び 臨 時 総 会 と し 、 す べ て の 会 員 を も っ て 構

成 す る 。

２ 前 項 の 総 会 を も っ て 一 般 法 人 法 上 の 社 員 総 会 と す る 。

（ 権 限 ）

第 12条 総 会 は 、 次 の 事 項 に つ い て 決 議 す る 。

(１ ) 会 員 の 除 名

(２ ) 理 事 及 び 監 事 の 選 任 又 は 解 任

(３ ) 理 事 及 び 監 事 の 報 酬 等 の 額 及 び 支 給 の 基 準

(４ ) 貸 借 対 照 表 及 び 正 味 財 産 増 減 計 算 書 の 承 認

(５ ) 定 款 の 変 更

(６ ) 解 散 及 び 残 余 財 産 の 処 分

(７ ) そ の 他 総 会 で 決 議 す る も の と し て 法 令 又 は こ の 定 款 で 定 め ら れ た

事 項

（ 開 催 ）

第 1 3条 定 時 総 会 は 、 毎 年 １ 回 事 業 年 度 終 了 後 ３ 箇 月 以 内 に 開 催 し 、 臨

時 総 会 は 、 必 要 が あ る 場 合 に 開 催 す る 。

（ 招 集 ）

第 1 4条 総 会 は 、 法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 理 事 会 の 決 議 に
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基 づ き 会 長 が 招 集 す る 。

２ 総 会 員 の 議 決 権 の ５ 分 の １ 以 上 の 議 決 権 を 有 す る 会 員 は 、 会 長 に 対

し 、 総 会 の 目 的 で あ る 事 項 及 び 招 集 の 理 由 を 示 し て 、 総 会 の 招 集 を 請

求 す る こ と が で き る 。

３ 総 会 を 招 集 す る に は 、 総 会 の 日 の １ 週 間 前 ま で に 、 会 員 に 対 し て 、

そ の 会 議 の 目 的 た る 事 項 、 日 時 及 び 場 所 を 記 載 し た 通 知 を 発 し な け れ

ば な ら な い 。

（ 議 長 ）

第 15条 総 会 の 議 長 は 、 当 該 総 会 に お い て 会 員 の 中 か ら 選 出 す る 。

（ 議 決 権 ）

第 16条 総 会 に お け る 議 決 権 は 、 会 員 １ 名 に つ き １ 個 と す る 。

（ 議 決 権 の 代 理 行 使 ）

第 17条 会 員 は 、 代 理 人 に よ り 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 。

２ 前 項 の 会 員 又 は 代 理 人 は 、 代 理 権 を 証 す る 書 面 を 本 会 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。

３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 議 決 権 を 行 使 す る 者 は 、 出 席 者 と み な す 。

（ 決 議 ）

第 18条 総 会 の 決 議 は 、総 会 員 の 議 決 権 の 過 半 数 を 有 す る 会 員 が 出 席 し 、

出 席 し た 当 該 会 員 の 議 決 権 の 過 半 数 を も っ て 行 う 。

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、次 の 決 議 は 、総 会 員 の 半 数 以 上 で あ っ て 、

総 会 員 の 議 決 権 の ３ 分 の ２ 以 上 に 当 た る 多 数 を も っ て 行 わ な け れ ば な

ら な い 。

(１ ) 会 員 の 除 名

(２ ) 監 事 の 解 任

(３ ) 定 款 の 変 更

(４ ) 解 散

(５ ) そ の 他 法 令 で 定 め ら れ た 事 項

３ 理 事 又 は 監 事 を 選 任 す る 議 案 を 決 議 す る に 際 し て は 、 候 補 者 ご と に

第 １ 項 の 決 議 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 理 事 又 は 監 事 の 候 補 者 の 合 計

数 が 第 2 0条 に 定 め る 定 数 を 上 回 る 場 合 に は 、 過 半 数 の 賛 成 を 得 た 候 補

者 の 中 か ら 得 票 数 の 多 い 順 に 定 数 の 枠 に 達 す る ま で の 者 を 選 任 す る こ

と と す る 。

（ 議 事 録 ）

第 1 9条 総 会 の 議 事 に つ い て は 、 法 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 議 事 録 を

作 成 す る 。

２ 議 長 及 び 当 該 総 会 に 出 席 し た 会 員 の 中 か ら 選 出 さ れ た 議 事 録 署 名 人

２ 名 は 、 前 項 の 議 事 録 に 記 名 押 印 す る 。

第 ５ 章 役 員 等

（ 役 員 の 設 置 ）

第 20条 本 会 に 、 次 の 役 員 を 置 く 。

(１ ) 理 事 ６ 名 以 上 １ ０ 名 以 内
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(２ ) 監 事 ３ 名 以 内

２ 理 事 の う ち 、 １ 名 を 会 長 と し 、 ２ 名 以 内 を 副 会 長 、 １ 名 を 常 務 理 事

と す る こ と が で き る 。

３ 前 項 の 会 長 を も っ て 一 般 法 人 法 上 の 代 表 理 事 と し 、 副 会 長 及 び 常 務

理 事 を も っ て 同 法 第 91条 第 １ 項 第 ２ 号 の 業 務 執 行 理 事 と す る 。

（ 役 員 の 選 任 ）

第 21条 理 事 及 び 監 事 は 、 総 会 の 決 議 に よ っ て 選 任 す る 。

２ 会 長 、 副 会 長 及 び 常 務 理 事 は 、 理 事 会 の 決 議 に よ っ て 理 事 の 中 か ら

選 定 す る 。

（ 理 事 の 職 務 及 び 権 限 ）

第 2 2条 理 事 は 、 理 事 会 を 構 成 し 、 法 令 及 び こ の 定 款 で 定 め る と こ ろ に

よ り 、 職 務 を 執 行 す る 。

２ 会 長 は 、 法 令 及 び こ の 定 款 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 本 会 を 代 表 し 、

そ の 業 務 を 執 行 す る 。

３ 副 会 長 は 、会 長 を 補 佐 し 、理 事 会 に お い て 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、

本 会 の 業 務 を 分 担 執 行 す る 。

４ 常 務 理 事 は 、 会 長 及 び 副 会 長 を 補 佐 し 、 事 務 局 を 統 轄 し 、 本 会 の 業

務 を 執 行 す る 。

５ 会 長 、 副 会 長 及 び 常 務 理 事 は 、 毎 事 業 年 度 に ４ 箇 月 を 超 え る 間 隔 で

２ 回 以 上 、 自 己 の 職 務 の 執 行 の 状 況 を 理 事 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な

い 。

（ 監 事 の 職 務 及 び 権 限 ）

第 2 3条 監 事 は 、 理 事 の 職 務 の 執 行 を 監 査 し 、 法 令 で 定 め る と こ ろ に よ

り 、 監 査 報 告 を 作 成 す る 。

２ 監 事 は 、い つ で も 、理 事 及 び 事 務 局 職 員 に 対 し て 事 業 の 報 告 を 求 め 、

本 会 の 業 務 及 び 財 産 の 状 況 を 調 査 す る こ と が で き る 。

（ 役 員 の 任 期 ）

第 2 4条 理 事 の 任 期 は 、 選 任 後 ２ 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 終

の も の に 関 す る 定 時 総 会 の 終 結 の 時 ま で と す る 。

２ 監 事 の 任 期 は 、 選 任 後 ２ 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 終 の も

の に 関 す る 定 時 総 会 の 終 結 の 時 ま で と す る 。

３ 理 事 又 は 監 事 に つ い て は 、 再 任 を 妨 げ な い 。

４ 補 欠 と し て 選 任 さ れ た 理 事 又 は 監 事 の 任 期 は 、 前 任 者 の 任 期 の 満 了

ま で と す る 。

５ 理 事 又 は 監 事 は 、 第 2 0条 に 定 め る 定 数 に 足 り な く な る と き は 、 任 期

の 満 了 又 は 辞 任 に よ り 退 任 し た 後 も 、 新 た に 選 任 さ れ た 者 が 就 任 す る

ま で 、 な お 理 事 又 は 監 事 と し て の 権 利 義 務 を 有 す る 。

（ 役 員 の 解 任 ）

第 2 5条 理 事 及 び 監 事 は 、 総 会 の 決 議 に よ っ て 解 任 す る こ と が で き る 。

（ 役 員 の 報 酬 等 ）

第 2 6条 役 員 の 報 酬 等 は 、 総 会 に お い て 定 め る 総 額 の 範 囲 内 で 、 総 会 に

お い て 別 に 定 め る 報 酬 等 の 支 給 の 基 準 に 従 っ て 算 定 し た 額 に よ り 支 給

す る こ と が で き る 。
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（ 損 害 賠 償 責 任 の 一 部 免 除 ）

第 2 7条 本 会 は 、 一 般 法 人 法 第 1 1 1条 第 1項 に 定 め る 理 事 及 び 監 事 の 損 害

賠 償 責 任 に つ い て 、 法 令 に 定 め る 要 件 に 該 当 す る 場 合 に は 、 理 事 会 の

決 議 に よ っ て 、 損 害 賠 償 責 任 額 か ら 法 令 に 定 め る 低 責 任 限 度 額 を 控

除 し て 得 た 額 を 限 度 と し て 免 除 す る こ と が で き る 。

（ 顧 問 及 び 相 談 役 ）

第 28条 本 会 に 、 顧 問 及 び 相 談 役 を 若 干 名 置 く こ と が で き る 。

２ 顧 問 及 び 相 談 役 は 、 理 事 会 の 決 議 を 経 て 会 長 が 任 免 す る 。 任 期 は ２

年 と す る 。 た だ し 、 再 任 を 妨 げ な い 。

３ 顧 問 は 、 本 会 の 重 要 な 会 務 に つ い て 会 長 の 諮 問 に 応 ず る 。

４ 相 談 役 は 、 本 会 の 運 営 に つ い て 会 長 の 諮 問 に 応 ず る 。

５ 顧 問 及 び 相 談 役 は 、 無 報 酬 と す る 。

第 ６ 章 理 事 会

（ 構 成 ）

第 29条 本 会 に 、 理 事 会 を 置 く 。

２ 理 事 会 は 、 す べ て の 理 事 を も っ て 構 成 す る 。

（ 権 限 ）

第 30条 理 事 会 は 、 次 の 職 務 を 行 う 。

(１ ) 本 会 の 業 務 執 行 の 決 定

(２ ) 理 事 の 職 務 の 執 行 の 監 督

(３ ) 会 長 、 副 会 長 及 び 常 務 理 事 の 選 定 及 び 解 職

（ 招 集 ）

第 31条 理 事 会 は 、 会 長 が 招 集 す る 。

２ 会 長 が 欠 け た と き 又 は 会 長 に 事 故 が あ る と き は 、 あ ら か じ め 理 事 会

に お い て 定 め た 順 位 に 従 い 、 副 会 長 が 理 事 会 を 招 集 す る 。

３ 理 事 会 を 招 集 す る に は 、 理 事 会 の 日 の １ 週 間 前 ま で に 、 各 理 事 及 び

各 監 事 に 対 し て 、 そ の 会 議 の 目 的 た る 事 項 、 日 時 及 び 場 所 を 記 載 し た

通 知 を 発 し な け れ ば な ら な い 。

（ 議 長 ）

第 3 2条 理 事 会 の 議 長 は 、 会 長 が こ れ に 当 た る 。 た だ し 、 会 長 が 欠 け た

と き 又 は 会 長 に 事 故 が あ る と き は 、 あ ら か じ め 理 事 会 に お い て 定 め た

順 位 に 従 い 、 副 会 長 が こ れ に 当 た る 。

（ 決 議 ）

第 3 3条 理 事 会 の 決 議 は 、 決 議 に つ い て 特 別 の 利 害 関 係 を 有 す る 理 事 を

除 く 理 事 の 過 半 数 が 出 席 し 、 そ の 過 半 数 を も っ て 行 う 。

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 一 般 法 人 法 第 9 6条 の 要 件 を 満 た し た と き

は 、 理 事 会 の 決 議 が あ っ た も の と み な す 。

（ 議 事 録 ）

第 3 4条 理 事 会 の 議 事 に つ い て は 、 法 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 議 事 録

を 作 成 す る 。
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２ 出 席 し た 会 長 及 び 監 事 は 、 前 項 の 議 事 録 に 記 名 押 印 す る 。

第 ７ 章 資 産 及 び 会 計

（ 事 業 年 度 ）

第 3 5条 本 会 の 事 業 年 度 は 、 毎 年 ２ 月 １ 日 に 始 ま り １ 月 3 1日 に 終 わ る 。

（ 事 業 計 画 及 び 収 支 予 算 ）

第 3 6条 本 会 の 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予 算 書 に つ い て は 、 毎 事 業 年 度 開 始

の 日 の 前 日 ま で に 、 会 長 が 作 成 し 、 理 事 会 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら

な い 。 こ れ を 変 更 す る 場 合 も 同 様 と す る 。

２ 前 項 の 書 類 に つ い て は 、 主 た る 事 務 所 に 、 当 該 事 業 年 度 が 終 了 す る

ま で の 間 備 え 置 く も の と す る 。

（ 事 業 報 告 及 び 決 算 ）

第 3 7条 本 会 の 事 業 報 告 及 び 決 算 に つ い て は 、 毎 事 業 年 度 終 了 後 、 会 長

が 次 の 書 類 を 作 成 し 、 監 事 の 監 査 を 受 け た 上 で 、 理 事 会 の 承 認 を 受 け

な け れ ば な ら な い 。

(１ ) 事 業 報 告

(２ ) 事 業 報 告 の 附 属 明 細 書

(３ ) 貸 借 対 照 表

(４ ) 正 味 財 産 増 減 計 算 書

(５ ) 貸 借 対 照 表 及 び 正 味 財 産 増 減 計 算 書 の 附 属 明 細 書

２ 前 項 の 承 認 を 受 け た 書 類 の う ち 、 第 １ 号 、 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 の 書 類

に つ い て は 、 定 時 総 会 に 提 出 し 、 第 １ 号 の 書 類 に つ い て は そ の 内 容 を

報 告 し 、 そ の 他 の 書 類 に つ い て は 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

３ 第 １ 項 の 書 類 の ほ か 、 監 査 報 告 を 主 た る 事 務 所 に ５ 年 間 備 え 置 く と

と も に 、 定 款 及 び 会 員 名 簿 を 主 た る 事 務 所 に 備 え 置 く も の と す る 。

（ 剰 余 金 の 分 配 ）

第 38 条 本 会 は 、 剰 余 金 の 分 配 を 行 う こ と が で き な い 。

第 ８ 章 定 款 の 変 更 及 び 解 散

（ 定 款 の 変 更 ）

第 39条 こ の 定 款 は 、 総 会 の 決 議 に よ っ て 変 更 す る こ と が で き る 。

（ 解 散 ）

第 4 0条 本 会 は 、 総 会 の 決 議 そ の 他 法 令 で 定 め ら れ た 事 由 に よ り 解 散 す

る 。

（ 残 余 財 産 の 帰 属 ）

第 4 1条 本 会 が 清 算 を す る 場 合 に お い て 有 す る 残 余 財 産 は 、 総 会 の 決 議

を 経 て 、 公 益 社 団 法 人 及 び 公 益 財 団 法 人 の 認 定 等 に 関 す る 法 律 第 ５ 条

第 1 7号 に 掲 げ る 法 人 又 は 国 若 し く は 地 方 公 共 団 体 に 贈 与 す る も の と す

る 。
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第 ９ 章 公 告 の 方 法

（ 公 告 の 方 法 ）

第 4 2条 本 会 の 公 告 は 、 主 た る 事 務 所 の 公 衆 の 見 や す い 場 所 に 掲 示 す る

方 法 に よ り 行 う 。

第 10章 事 務 局

（ 設 置 等 ）

第 43条 本 会 の 事 務 を 処 理 す る た め 、 事 務 局 を 置 く 。

２ 事 務 局 に は 、 所 要 の 職 員 を 置 く 。

３ 職 員 の 任 免 は 、 会 長 が 行 う 。

第 11章 補 則

（ 委 任 ）

第 4 4条 こ の 定 款 に 定 め る も の の ほ か 、 本 会 の 運 営 に 関 す る 必 要 な 事 項

は 、 理 事 会 の 決 議 を 経 て 、 会 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

１ こ の 定 款 は 、 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人 に 関 す る 法 律 及 び 公 益

社 団 法 人 及 び 公 益 財 団 法 人 の 認 定 等 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法

律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 整 備 法 」 と い う 。） 第 1 2 1条 第 １ 項

に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 同 法 第 1 0 6条 第 １ 項 に 定 め る 一 般 法 人 の

設 立 の 登 記 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ 本 会 の 初 の 会 長 は 東 野 久 松 と し 、副 会 長 は 相 内 喜 久 男 、遠 藤 久 之 、

並 び に 常 務 理 事 は 大 橋 一 元 と す る 。

３ 整 備 法 第 1 2 1条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 同 法 第 1 0 6条 第 １

項 に 定 め る 特 例 民 法 法 人 の 解 散 の 登 記 と 、 一 般 法 人 の 設 立 の 登 記 を 行

っ た と き は 、 第 3 5条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 解 散 の 登 記 の 日 の 前 日 を 事

業 年 度 の 末 日 と し 、 設 立 の 登 記 の 日 を 事 業 年 度 の 開 始 日 と す る 。


